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　宅建士本試験は、例年４月１日現在施行中の法令等に基づいて出題されます。本書
執筆時（2025年９月末）以後に施行が判明した法改正情報については、TAC宅建士
講座の『法律改正点レジュメ』にて対応いたします。
※ 2026年７月よりTAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」内で無料公開（パスワードの入力が必
要です）

ご確認方法
● TAC出版で し、TAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」へアクセス
●「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「宅地建物取引士 法律改正点レジュメ」に
　進み、パスワードを入力してください。
パスワード：
公開期限：2026年度宅建士本試験終了まで

★ 法改正・統計情報対策も万全!! 『法律改正点レジュメ』のご案内 ★

ご確認方法
● TAC出版で し、TAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」へアクセス
●「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「わかって合格る宅建士 基本テキスト」に
進み、パスワードを入力してください。
パスワード： 　※『法律改正点レジュメ』のパスワードとは異なります。
公開期間：スマホ学習用PDF　…2025年11月下旬（予定）～
　　　　　補充論点　　　　　…2025年12月下旬（予定）～
　　　　　統計データ　　　　…2026年夏（予定）～
　　　　　※いずれも2026年度宅建士本試験終了まで

★ 『スマホ学習用PDF』『令和７年度本試験 補充論点』『統計データ』DLサービス★

★　

★　



はじめに

　宅建士試験に合格するためには、どんな学習をするのが効果的でしょうか。
　できるだけ短時間で効果的な学習をして合格したいと考えれば、当然の疑問で
す。しかし、それは、ただ単に覚えようとしたり、やみくもに問題を解くことで
はありません。
　その答えは、合格に必要不可欠な知識を、必要な限度で理解・整理して頭に入
れ、問題を解く力にまで高めることです。キーワードは、「わかって合

う

格
か

る」。そ
の心は“理解あってこそ、はじめて合格する”です。
　そのために、本書では、本試験の出題傾向を徹底的に分析し、次のコンセプト
で、合格に必要不可欠な情報を掲載しています。もちろん、初めて学習する方々
でもスムーズに理解できるように、わかりやすさには特に留意しました。

❶ 過去問網羅率100％＆最新本試験補充論点Webダウンロードサービス
直近７回分の過去問はフルカバー。令和７年度本試験の補充論点はWebダ
ウンロードサービスでご提供します。最新の本試験傾向に基づく問題なら、
この１冊で完全網羅です。

❷ スキマ時間での演習に便利！ スマホ学習用PDF
移動中などの短い時間も無駄にならないよう、スマートフォンで学習できる一
問一答300問分のPDFデータをWebダウンロードサービスでご提供します。

❸ 過去12年分の本試験出題箇所に出題年度表示
どこが出たかが一目瞭然のため、学習初期から直前期まで絶大な力を発揮し
ます（最新本試験分は補充論点Webダウンロードサービスをもって代えさ
せていただきます）。

❹ 『はじめて論点表』＆『はじめてアイコン』
初学者の方が「まずどこから勉強すればいいか」をお知らせしていますので、
はじめてでも安心です。

❺ オールカラー＆分冊形式
大切なところがぱっと見てわかるオールカラーで、暗記対策用に赤シート対応
です。また、持ち運びやすい４分冊形式なのでどこでも手軽に学習できます。

　皆さんが本書を集中的にマスターされ、2026年度の宅建士試験の合格を勝ち
取られることを心よりお祈りしています。

　合格はすぐそこにあります。
 2025年９月吉日
 TAC宅地建物取引士講座 専任講師
 木曽　計行
 木曽　陽子



わかって合
う

格
か

る！
「はじめて」でもこれで

本書の3大特長

●過去問網羅率100％＆最新本試験補充論点Webダウンロードサービス
　➡過去問の答えがわかる！

●過去12年分の本試験出題箇所に出題年度表示
　➡本試験でどこが出たかがわかる！

●『まずはここから！ はじめて論点表』＆ 『はじめてアイコン』
　➡最初にどこから勉強すればいいかがわかる！

　直近７回分（令和２年度10月・12月、令和３年度10月・12月、令和４年度、令和５年度、
令和６年度）で出題された問題については、本書だけで全問の正解が導けるように
記載（統計問題を除く。なお大幅な法改正があった『盛土規制法（旧宅地造成等規制法）』は、書
籍ごとに過去問の改題の仕方が異なる・問題自体が不成立等で上記が該当しない場合がございま

す）。また、令和７年度の最新本試験で新たに加わった論点については『令和７年
度本試験 補充論点Webダウンロードサービス』でご提供します。つまり、最新の
本試験傾向に基づく問題なら、この１冊で全部解くことが可能です！
※ ダウンロードの仕方は、巻頭２ページ目（「はじめに」の前ページ）をご確認ください。

過去問網羅率100％＆はじめての方も安心の工夫で、『わかって合格る宅建士
基本テキスト』が宅建士試験に立ち向かうみなさんを徹底応援します !!

過去問網羅率100％＆補充論点Web DLサービス1
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　平成26年度から令和６年度の本試験で出題された箇所は、書籍内で出題年度を
表示。最新の『令和７年度本試験 補充論点Webダウンロードサービス』を併せて
利用すれば、過去12年分の本試験出題箇所がまるわかりです。
※ 令和２、３年度は本試験が10月と12月の２回行われていますので、たとえば令和２年度の10
月、12月に同項目が出題された場合は“R2・2”という表記になります。

過去12年分の本試験出題箇所に出題年度表示２

『はじめて論点表』＆『はじめてアイコン』３
　宅建士試験はとても幅広い範囲から出題されます。そこで本書では、『まずはこ
こから！ はじめて論点表』＆『はじめてアイコン』で、初学者の方が「まずどこ
から勉強すればよいか」をお知らせしています。これらは宅建士試験では特に重
要な、基本的かつ必須の項目ばかりですので、これらを中心に学習を進めていく
ことで、無理なく理解が深められると同時に、合格に必要な基礎力を身につける
ことができます。

1  買主の追完請求権（562条）
　　売主は不完全な履行をしたことになりますから、買主は、売主に対し、目
的物の修補や代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求する
ことができます。なお、「売主の責めに帰すべき事由」は、追完請求権の要件
ではありませんから、契約不適合について売主に責任がなくても、買主は、追
完請求権を行使することが可能です。

R3

R6

まずはここから！ はじめて論点表
　農地法からは、必ず１問出題されます。問われる内容は、比較的シンプル、か
つ、学習が容易ですので、得点源といえます。ですから、ぜひとも１点ゲット
してください。しかし実は、農地法まで手が回らず、得点できない受験生も少
なくありません。その意味で、合否の分かれ目になりやすい法律です。
　内容的には、国土利用計画法と同様、民法の知識を若干必要とします。出題
の中心は、「農地等の処分制限」。“農地等の売買・転用などには、原則として許
可が必要だ” ということにまつわるお話です。原則と例外の観点から整理して
いくのが、効果的です。

はじめて論点

Sec.1 2  用語の定義

1  ３条の許可（権利移動の場合）

1 許可を必要とする行為

被後
こう

見
けん

人
にん

 
見人となるには、まず、①精神上の障
常
ょう

況
きょう

にあることが必要です。

重度の認知症など、物事がよくわかっていな
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制限行為
能力者制度 意思表示

未成年者の他に、認知症の大人なども、
保護してあげる必要がありますよね。
それぞれについて、どのように保護さ
れているかを学習していきましょう。
大人については、３つのタイプが用意
されています。判断能力の低い人ほど
手厚い保護が必要ですから、「判断能力
のレベル」をつかむことが、まず大切。

ここでは、このように自分の本心と違
う契約を結んでしまった場合の処理が
テーマです。さらに、事情を全く知ら
ずにＢから購入したＣ（このような人
のことを第三者といいます）がいると
きは、どうなるのでしょうか？　Ａか
ら突然「返せ」と言われたら、Ｃはビ
ックリしますよね。この第三者ＣとＡ
との関係も焦点。

未成年者など判断能力が十分でない人
を守るために設けられている制度。例
えば、子供には親が保護者としてつけ
られています。ところが15歳のＡ君が
１人でＢと契約を結んでしまった。も
しかしたら、ヤバい契約かもしれな
い！　そんな事態に備えて、民法は、そ
の契約を後からなかったことにできる
仕組みを設けています。

Ｂにだまされて家の売買契約（例 　「売
る」という意思表示をする）を結んだ
Ａは、後で、やっぱりその契約をやめ
たいと後悔した。このままじゃＡがか
わいそう。Ｂはヒドイ奴だ。
この場合、もちろんＡは、契約をとり
やめることができます。

民法等

1
民法等

2

合格のPOINT 合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 1 Sec. 2 8回 わかって

合格る  第1編  Chap. 1 Sec. 3 7回

（15歳）

（保護者に内緒で）
その家を買いたい！

A

C

B

保護者
（　Ａ君の親）例

だます

A B
売ります

28

ここでは、宅建業法を学習していくうえで、前提として知っておかねばなら
ない基本となる用語について見ていきます。

Introduction

「宅地建物取引業」ってなに？

Chapter 1  宅建業者になる

1
Section

宅建業法
第2編

▶▶　　　　　　　第２編「宅建業法」問題❶～❽分野別過去問題集

本書の利用方法

本試験の出題傾向を徹底的に分析、合格に必要不可欠な知識を厳選し、「なぜそう
なるのか？」「どうしてこういう結論に達するのか？」については特に丁寧に、はじめ
ての方にもわかりやすく記載しました。

まずは「全体像」をつかもう！1
その他関連知識  入門

合格するための

「その他関連知識」の傾向と対策

　　税　金　　　　国　税　　　　所得税
　　　　　　　　　　　　　　　　印紙税
　　　　　　　　　　　　　　　　登録免許税
　　　　　　　　　　　　　　　　贈与税など
　　　　　　　　　地方税　　　　不動産取得税
　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産税など
　　税金以外　　　　不動産鑑定評価基準
　　　　　　　　　　地価公示法
　　　　　　　　　　住宅金融支援機構法※

　　　　　　　　　　不当景品類及び不当表示防止法※

　　　　　　　　　　不動産に関する統計※

　　　　　　　　　　土地※・建物※

【その他関連知識の全体像】

「※」＝５問免除科目

　「その他関連知識」の分野としては、８問出題されます（５問免除の方は、上記
の「※」は学習不要です）。そして、この分野は、大きく「税金」と「税金以外」
の２つに分けることができます。税金から２問、税金以外から６問が出題されま
す。なお、宅建士試験の出題は、ほとんどが法律からですが、それ以外からも、こ
のように不動産に関する統計や不動産鑑定評価基準、土地・建物などが出題され
ています。

この分野では、皆さんがこれまで学習してきた、民法等・宅建業法・法令上
の制限という「主要３分野」以外のいろいろな事柄が学習対象となります。内
容的には多彩ですが、宅建士試験ではここから８問出題されます。まずは、全
体像をつかんでおきましょう。

本書 冒頭

各 Section 冒頭 スムーズに本文に入れる
 『Introduction』
各Sectionの冒頭で、これから
どんなことを学習するのかにつ
いてご紹介しています。

試験の全体像をすばやく把握
 『基本テーマ32』　
試験で出題される問題の多くは、特定のテ
ーマから出題されています。最初に頻出の
「基本テーマ」をサッと理解しておくことで、
効率よく学習をスタートできます。

効率的な学習法をご案内！
 『傾向と対策』　
分野ごとに、最近の本試験の傾向や
学習法をまとめました。試験に合格
するためには、攻略すべき試験の実
態を把握しておくことが近道ですの
で、学習を始める前に、読んでおく
ことをおすすめします。

各編 冒頭
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しっかりと理解しながら覚える！

弁済業務保証金の仕組み理解しよう

●❶　供 託

弁済業務保証金

●❸　取戻し返 還

認 証

●❷　還 付

弁済業務保証金分担金
　（分担金）

お客さん

宅建業者

供託所
保証協会

２

試験に出る！
POINT整理 「事務所等」における諸規定のまとめ ○＝必要　×＝不要

場所 専任の宅建士
の設置義務

報酬額の
掲示

従業者
名簿 帳　簿 案内所等

の届出 標　識

1
○

（業務従事者
５人に１人以上）

○ ○ ○ × ○

2
○

（１人以上）
× × × ○ ○

3 × × × × × ○

Ｒ4

Ｒ4 Ｒ4 Ｒ3・4 Ｒ4

Ｒ3

Ｒ3 Ｒ2

Ｒ3・3 Ｒ3

事務所に設置すべき次の５つは、一般に“５点セット”と表現されて
います。免許証の掲示義務はありません。

R4

 　　　専任宅建士　帳簿　従業者名簿　　標識　　　　　　報酬

「５点セット」
        

 　　　
    

仙人
  

は 
  

　
 

長
 

　 
  

 
 

　
 

寿
 

で　
  

　
 

ひょう
   

ひょうと　
     

歩
 

行
 

する
   

　　　　帳簿　　　原則５年 　　　　　名簿　　　10年

保存期間
     

　　　　
    

長
 

　　　　
    

　
 

後
 

の　　　
    

　
 

名
 

　　　
   

　
 

湯
 とう 

事務所に設置すべきもので覚えるゴ ロ

「わかる」ためのヒントが満載！
 『学習のPOINT』
 『ひとこと』
著者の木曽計行先生・木曽陽子先生からの『学習
のPOINT』『ひとこと』には、理解を深めるヒント
が満載です。

理解を助ける
豊富なコーナー
 『理解しよう』
 『 試験に出る！ 
　 POINT整理』
 『ゴロで覚える』
学習する項目の内容などを
わかりやすく図で表現した
『理解しよう』、大切な事柄
を表でまとめた『試験に出
る！ POINT整理』、多くの内
容を一気に覚えられる『ゴ
ロで覚える』など、豊富なコ
ーナーで、しっかりと理解し
ながら頭に入れることがで
きるよう手助けします。

　「事務所等」に関して、ここまで学習してきた事柄をまとめておき
ましょう。なお、1 2 3は、このSection中の 1 　―１の POINT整理

「事務所等に関する一覧」の表の番号に対応しています。

学習
のPOINT
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2 登記の形式による分類
　登記の形式による分類としては、主登記と付記登記があります。主

しゅ

登
とう

記
き

とは、独
立した順位番号を有する登記のこと、そして付

ふ

記
き

登
とう

記
き

とは、独立した順位番号が
ない登記で、主登記との同一性や順番を維持するため主登記に付記して行われま
す（４条２項）。なお、付記登記には、登記名義人の名前や住所が変わった場合の登
記名義人氏名等の変更の登記や、買戻し特約の登記などがあります（規則３条）。

3 仮登記 

A
売主

出題される

具体例

2  書面への記名 最近の改正

　37条書面には、❹宅建士が記名をする必
　１つの取引に複数の業者が関与する場合
て記名をさせる義務を負っています。また
です。そして、専任か一般か、もしくは、

H26・28・30

H29・R4

 「２度目から読む」でもOK！
発展的内容などを含む項目については、薄い
グレーになっています。初学者の方は、理解が
進んだ段階で「２度目から読む」でもOKです。

暗記事項は
徹底的にインプット！
赤シート対応
絶対に覚えておきた
いキーワードや重要
数字などは、付属の赤シートを
使って徹底暗記しましょう！

1 売買・交換の媒介の場合 　　　　

　消費税の課税事業者
である宅建業者Ｘは、Ａ
さんおよびＢさん両方
から媒介の依頼を受け
て、ＡＢ間に、Ａさんが
所有する土地（価格
5,000万円）の売買契約
を成立させた。
　Ｘは、報酬としていく
ら受領できるだろうか？

出題される

具体例

5,000万円
A
売主

B
買主

媒介
⬇
「Ｍ」

媒介
⬇
「Ｍ」

業者

　速算法で計算すると、

Ｍ＝5,000万円×３％＋６万円＝156万円（ポイントⓐ）

試験で出題される可能性大！
 『最近の改正アイコン』
最近の法改正があった箇所については、アイコンで表示しています。本試験では、法
改正箇所が出題されることがよくあるため、しっかりと確認しておきましょう！

本試験の頻出問題で学習
 『出題される具体例』
『出題される具体例』では、過去の本試験で頻出の問題を事例として使いながら学習。
知識のインプットと同時に、その知識を使ってどう解答を導くのかがわかります。
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H21-問36-肢3

Q 宅建業者Ａが、甲建物の売買の媒介を行う場合、Ａは、37条書面に甲建物の所在、
代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなくと
も、宅建業法の規定に違反していない。 

A 移転登記の申請の時期も、37条書面の必要的記載事項。 ………　

重要！ 一問一答

いますぐ
解く！わかって合

う

格
か

る へ50厳選過去問プレミアム 問27

50厳選過去問プレミアム
過去問

わかって合
う

格
か

る   第2編  Chap. 5 Sec. 3解 説

問27  37条書面

　以下、必要的記載事項であるものを○、そうでないものを×とします。
ア　 　保証人の氏名及び住所は、必要的記載事項ではありません。
イ　 　建物の引渡しの時期は、必要的記載事項。
ウ　 　借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、必要的記載事項。
エ　 　媒介に関する報酬の額は、必要的記載事項ではありません。

宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建
物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書
面（電磁的方法による提供を含む。）に必ず記載しなければならない事項の組合
せとして、正しいものはどれか。
ア　保証人の氏名及び住所
イ　建物の引渡しの時期
ウ　借賃の額並びにその支払の時期及び方法
エ　媒介に関する報酬の額
オ　借賃以外の金銭の授受の方法
１　ア、イ
２　イ、ウ
３　ウ、エ、オ
４　ア、エ、オ

H25－問35改題

問題を解いて“合格力”を養成！３

理解度チェック＆
知識を定着！！
 『重要！ 一問一答』
本試験でよく問われる問題を
厳選して、「一問一答」形式で掲
載しています。

契約の全体像1

1 「契約」とは 
　契約とは、「約束」のことです。
　例えば、ＡさんがＢさんに対して、自分の土地を1,000万円で売るという契約

ここでは、民法等を学習する上で理解が必要な「契約」に関して、その意味
や成立要件などの基本事項を学習します。簡単につかんでおきましょう。

Introduction

▶▶　　　　　　　第１編「民法等」問題❶～❷分野別過去問題集

さらに実践的な過去問に挑戦!!
 『分野別過去問題集』へのリンク
『Introduction』の下には、同じ
シリーズの『分野別過去問題集』
の問題番号を記載しています。

過去問で重要ポイントを理解
 『 厳選過去問
　 プレミアム50』
ここに掲載した全50問は、超重要
ポイントを含んだ選りすぐりの良
問です。テキストを読んだらぜひ挑
戦しましょう！
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特典のスマホ学習用PDFでどこでも試験対策!４

Q 001

契約の全体像1
契約の成立要件などSec. 1

契約を結ぶときに問題となることChap.1

建物の敷地に供せられる土地は、都
市計画法に規定する用途地域の内外
を問わず宅地であるが、道路、公園、
河川等の公共施設の用に供せられて
いる土地は、用途地域内であれば宅
地とされる。

単元ごとに一問一答演習ができる！
問題の直後に解答解説があるので、答
え合わせと知識の確認が簡単！ 学習進
度に合わせてご利用ください。

A ×001
建物が建っている土地は用途地域の
内外にかかわらず、宅地に該当する。
また、用途地域内の土地は宅地に該
当するが、道路・公園・河川・広場
等の公共施設の用に供されている土
地は除かれる。

問題

解答解説

もっと演習したい人は、姉妹本もおすすめ！
　このスマホ学習用PDFの特典は、「基本テキスト」の学習内
容を補うためのものですが、一部の内容は「わかって合格る
宅建士」シリーズの姉妹本『一問一答セレクト1000』と共通
していますので、あらかじめご了承ください。
　一問一答の問題演習を本格的に行いたい方には、『一問一答
セレクト1000』のご購入をおすすめします！

※ダウンロードの仕方は、巻頭２ページ目（「はじめに」の前ページ）をご確認ください。
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本書は、原則として、2025年 9月末現在に施行されている法令等に基づいて
執筆されています。

厳選過去問プレミアム　　　   …………  77950
過去問で重要ポイントを理解
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　　　は、平成26～令和 6年度の出題回数が８回であることを表します

 わかって
合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 2  は、本文の第１編 の Chapter2 - Section2を表します

　宅建士試験では毎年、全50問のうち、正答率70％以上
の問題が30問程度出題されます。これらの問題の多くは、
特定のテーマから出題されていますので、最初に頻出の
「基本テーマ」をサッと理解しておくことで、効率よく学
習をスタートさせることができます。特にはじめて宅建
士試験を受ける方、とにかくここからです !!

はじめての方なら、ここは必読！

全体像をすばやく把握

基 本
テーマ

32

8回



制限行為
能力者制度 意思表示

未成年者の他に、認知症の大人なども、
保護してあげる必要がありますよね。
それぞれについて、どのように保護さ
れているかを学習していきましょう。
大人については、３つのタイプが用意
されています。判断能力の低い人ほど
手厚い保護が必要ですから、「判断能力
のレベル」をつかむことが、まず大切。

ここでは、このように自分の本心と違
う契約を結んでしまった場合の処理が
テーマです。さらに、事情を全く知ら
ずにＢから購入したＣ（このような人
のことを第三者といいます）がいると
きは、どうなるのでしょうか？　Ａか
ら突然「返せ」と言われたら、Ｃはビ
ックリしますよね。この第三者ＣとＡ
との関係も焦点。

未成年者など判断能力が十分でない人
を守るために設けられている制度。例
えば、子供には親が保護者としてつけ
られています。ところが15歳のＡ君が
１人でＢと契約を結んでしまった。も
しかしたら、ヤバい契約かもしれな
い！　そんな事態に備えて、民法は、そ
の契約を後からなかったことにできる
仕組みを設けています。

Ｂにだまされて家の売買契約（例 　「売
る」という意思表示をする）を結んだ
Ａは、後で、やっぱりその契約をやめ
たいと後悔した。このままじゃＡがか
わいそう。Ｂはヒドイ奴だ。
この場合、もちろんＡは、契約をとり
やめることができます。

民法等

1
民法等

2

合格のPOINT 合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 1 Sec. 2 8回 わかって

合格る  第1編  Chap. 1 Sec. 3 7回

（15歳）

（保護者に内緒で）
その家を買いたい！

A

C

B

保護者
（　Ａ君の親）例

だます

A B
売ります
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代理人は、本人のために契約を結ぶ権
限（代理権）をちゃんともって、相手
方と代理人として契約を結ばなければ
なりません。ただし、悪いことをする
人もいる。例えば、頼んでいないのに
Ｂが「私はＡの代理人だ」と言って、Ａ
の家を他の誰かに売ってしまう。これ
を無権代理といいます。もちろん、Ａ
は売ったことにならないのが原則。

どんな場合に契約（約束）を守らなか
ったことになるのでしょうか？　それ
が、債務不履行の要件です。また、Ａ
Ｂ間の契約が解除されたとき、すでに
Ｂからこの家を買っていた第三者Ｃの
立場はどうなるのかについても、きっ
ちり押さえておかなければなりません。

債務不履行
・解除

マイホームなどを売却するとき、一般
的には不動産屋さんに頼みますよね。
このように人に頼んで、本来は自分が
やるべき売買契約などをやってもらう
ことを代理といいます。自分で出向か
ないのに自分が家を売ったことになる
という便利な仕組みです。

約束を守らないことを債務不履行とい
います。約束を破られたＢは、損害を
被れば、責任あるAから賠償金をもら
えますし、契約を破棄（解除）して支
払った代金の返還を求めることができ
ます。

代　理
民法等

3
民法等

4

合格のPOINT

合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 1 Sec. 4 7回 わかって

合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 1 7回

本人 代理人 相手方

売ります

A B C

売主

売買契約

買主

A B
代金3,000万円を支払ったのに

Aが期日を忘れて家を渡してくれない……
なんてこった！ 約束違反だ！
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売買の契約不適合
（売主の担保責任） 抵当権

売買の目的物が契約の内容に適合しな
い場合には、どのような場合があるで
しょうか？　また、契約内容に不適合
な場合、買主は、売主に対して、どん
なことを請求できるのでしょうか？　
ひとつひとつ、確実にチェックしてい
きましょう。

Ｂは、抵当権付きであっても、その家
を売ったり貸したりすることができま
す。しかしながら、ローンを返せなく
なってしまえば、競売手続によって売
られてしまいます。このような様々な
場面での法律関係が、本試験では出題
されます。

長～いローンを組んで手に入れたせっ
かくのマイホーム。欠陥住宅では泣く
に泣けません……。売主Ａに責任をと
らせて、買主Ｂは救済されるべきです
よね。そこで定められているのが、売
買の契約不適合（売主の担保責任）の
規定です。

Ａ銀行は、Ｂの家に抵当権の設定を受
けていれば、ローンの支払が滞ったと
きに、Ｂの家を競売にかけて債権の回
収を図ることができます。このような
債権回収の手段（担保といわれていま
す）が抵当権。値打ちのある物に抵当
権の設定を受けておけば、債権者のＡ
銀行は安心です。

民法等

5
民法等

6

合格のPOINT 合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 3 8回 わかって

合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 4 9回

売主

売買契約

買主

A B
5,000万円で新築のマイホームを
買って住んでるのに……ギョッ！

この家、傾きだした！

B
Ａ銀行

銀 

行

Ｂのマイホームに抵当権の
設定を受けておけば、安心！！

Ｂはローンを組んで
マイホームを取得
　➡Ａ銀行はローン
　　債権を取得

30



Ｂが実はローンを完済しているにもか
かわらず、Ａ銀行がＣに支払いを求め
てきた場合、Ｃは支払う必要があるの
でしょうか？　また、Ａ銀行は、Ｂに
請求せずに、Ｃに支払いを求めること
ができるのでしょうか？　保証債務の
性質が重要。そして、普通の保証と連
帯保証はどう違うのでしょうか？

Ｂは、どんな人に対して（＝第三者の
範囲）、また、どんな場合に（＝登記が
必要な物権変動）登記が必要なのかが、
学習の重要ポイントです。そして、本
試験での出題の中心は、判例です。判
例理解のポイントは、それぞれのケー
スにおいて「早い者勝ちで処理するの
が公平」といえるかどうかです。

対抗問題

Ａ銀行はＢからローンを払ってもらえ
ないときは、代わりに保証人のＣから
回収します。このような債権回収の手
段が保証。お金持ちを保証人にしてお
けば、債権者のＡ銀行はとっても安心。
「普通の保証」より債権者にとって都合
のよい「連帯保証」がポピュラー。

登記の意味って何でしょうか？ そし
て、Ａが同じ建物をＢとＣの２人に売
ったとき、ＢもＣも「自分のもの」と
主張し合うはず。ＢとＣどっちのもの
になるのでしょうか？　これが、対抗
問題です。この場合、登記の先後で優
先順位が決まる。早いもの勝ちが公平
だからです。先にＡから買ったＢでも、
登記なしでは、登記が早い第三者のＣ
に負けてしまうのです。

保　証
民法等

7
民法等

8

合格のPOINT 合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 5 3回 わかって

合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 6 8回

Ａ銀行

B

銀 

行

保証人
C

Ｂはローンを組んで
マイホームを取得
　➡Ａ銀行はローン
　　債権を取得

売却売却

B C

A
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不動産
登記法 借地権

どんな場合にどんな登記を（登記の種
類）、どのように（登記の手続）するの
でしょうか？　登記手続の原則と「例
外」を押さえることが、最重要のポイ
ント。

建物を持つ目的のための土地の賃借権
などを借地権といい、契約期間や更新
などについて、借り手の保護を図って
います。その他どんなときに、どんな
形で借り手などが保護されているので
しょうか？　この視点から学習すれば
シンプルに理解できます。

Ａからマイホームを買ったＢは、土地
と建物それぞれについて、「自分のモ
ノ」と主張するための所有権の登記を
するのが普通です。不動産登記法はこ
の登記の仕組みを定めている法律です。
１つの不動産ごとに、ワンセットの登
記の記録が備えられていきます。

比較的お手頃にマイホームを持つ方法
をご存じですか？　土地を借りて、そ
の上に建てればよいのです。ただし、借
りるときは、地主Ａの立場は当然強い
ですし、万一借りられる期間が短けれ
ばＢも困ります。そんなときの借り手
Ｂの強い味方が、借地借家法です。

民法等

9
民法等

10

合格のPOINT

合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 2 Sec. 7 13回 わかって

合格る  第1編  Chap. 3 Sec. 2 12回

BA Ａ名義から
Ｂ名義へ

BA

マイホームを建てよう！

地主 借り手
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借家でも借地と同様、やはり契約期間
や更新などについて、借り手の保護が
図られています。その他どんなときに、
どのように借り手が保護されているの
でしょうか？　借地権と対比すれば混
乱を防げます。

相続を巡る基本的な法律関係はもちろ
ん、遺

い

言
ごん

や遺
い

留
りゅう

分
ぶん

（はじめて聞く言葉
かも？）についても、しっかり押さえ
ましょう。

相　続

あなたは持ち家派？　それとも賃貸
派？　ローンのことを考えれば、確か
にマイホームを買うのは大変ですので、
家を借りるのも１つの方法。ここでも
やはり、借り手のＢの強い味方となる
のが借地借家法です。

人が亡くなって遺産を引き継ぐことを
相続といいます。それには、実は借金
も含まれます。Ａが亡くなったとき、Ａ
の遺産は誰が、どのような割合で相続
するのでしょう？　たとえば息子Ｃは、
必ず相続できるのでしょうか？　そし
て、親不孝な息子Ｄに相続させたくな
いとき、そもそもＡは、生前にどうす
ればよいのでしょう？

借家権
民法等

11
民法等

12

合格のPOINT

合格のPOINT

わかって
合格る  第1編  Chap. 3 Sec. 3 13回 わかって

合格る  第1編  Chap. 4 Sec. 5 13回

BA

おウチは借りるもの！

借り手大家さん

妻
Ｂ

子子

A

C D
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区分所有法 宅建業の
意味

本試験対策として重要なのは、マンシ
ョンの運営に関わる事柄です。みんな
で運営するために、マンションには管
理組合があります。日常の管理は、理
事などの管理者が行いますが、みんな
の意見を反映できるように集会を開き、
規約を作って運営する仕組みです。宅
建士試験では、管理組合の運営のため
の手続に関する事柄について、集中的
に問われます。

「宅地」「建物」「取引」「業」のそれぞ
れの意味がわかっていれば、その扱い
や行為をするのに免許が必要かどうか
がわかります。しっかり押さえておき
ましょう！

今やマンション住まいはとてもポピュ
ラーです。一棟の建物の中にたくさん
の人がそれぞれの部屋を所有し、壁１
枚を隔ててお隣り同士で生活する、一
戸建てとは異なる状態です。そこで、お
隣り同士の調整を図るために区分所有
法が用意されています。

宅建業法は、お客さん（消費者など）
を保護するための法律で、その柱とし
て「宅地建物取引業」を行うときは、免
許を必要とする制度を設けています。
それでは、建売住宅を売却する業者Ａ
や、お客さんたちから売却の仲介を頼
まれる業者Ｂは免許を得ておく必要が
あるでしょうか？ 　答えは、「必要」で
す。

わかって
合格る  第1編  Chap. 4 Sec. 8 わかって

合格る  第2編  Chap. 1 Sec. 1 10回13回

民法等

13
宅建業法

14

合格のPOINT

合格のPOINT

A

Ｂ

売却

売却の
仲介
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民法等  入 門
合格するための

2

「民法等」の傾向と対策

① 民法等 ………………………………………………14問
② 法令上の制限 ……………………………  ８問
③ 宅建業法 …………………………………………20問
④ 税・その他 …………………………………  ８問

条文   民法1,000条以上＋特別法
判例  

● 「民法等」の得点目標

最　　低  …………………………………  ７～９点
できれば  ……………………………………10点以上

● 本試験・全出題数 ……………………50問

　宅建士試験は、２時間で50問の問題を解いていく試験です。そして、その内容
は、全体では大きく上記①～④の４つの分野に分類することができます。これか
ら学習するのは、①の「民法等」です。「民法等」での出題は全50問のうちの14
問、主要な分野といえます。

　それでは、この 「民法等」での得点目標を見てみましょう。
　次の表をご覧ください。これは、2020年度（10月）～2024年度の、本試験
の合格点と合格者の平均的な「民法等」における得点です。ここから合格戦略が
見えてきます。

試験に合格するためには、攻略すべき試験の実態を把握しておく必要があり
ます。そこで、まず、宅建士試験における「民法等」の位置づけをつかんだう
えで、ここでの学習を始めましょう。
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2020年度10月 2020年度12月 2021年度10月 2021年度12月 2022年度 2023年度 2024年度

本試験の合格点 38/50 36/50 34/50 34/50 36/50 36/50 37/50
合格者の平均的な
「民法等」での得点 9/14 7/14 7/14 7/14 8/14 7/14 8/14

　この表からは、合格するには、ほぼ７点～９点を得点する必要があることがわ
かります。安全確実な合格を考えれば、10点以上をねらいましょう。

＊ 2025年度の詳細な合格ラインの分析や『わかって合格る宅建士シリーズ』
を利用した2026年度の本試験対策など、読者の皆さまに役立つ情報を、
TAC出版オンラインストアで公開いたします（2025年12月下旬予定）。

URL ➡ https://bookstore.tac-school.co.jp/wakauka/

　それでは、「民法等」についての攻略アドバイスです。基本的に、この分野での
出題は、かなり難しいといえます。民法だけでも1,000以上の条文がありますし、
さらに、特別法である不動産登記法、借地借家法、区分所有法からも出題される
のです。このように条文だけでも相当数あり、それに加えて、判例からもたくさ
ん出題されます。つまり、学習する範囲が広く、なかなか大変といえます。
　では、どうすれば得点目標の点数がとれるのでしょうか？
　範囲の広い「民法等」を学習する際の最重要ポイントは、①よく出るところは
徹底的に準備しておくこと、②誰もが得点できる問題を落とさないことです。つ
まり、頻出基本分野をしっかり身につけることが合格の要

かなめ

です。
　さらに、「民法等」では、ケース（事例）のかたちでの出題が多く見られます。
そのため、実践的に知識を身につける、つまり、「わかって合

う

格
か

る」ためには、具
体的な理解（本書でいえば「 出題される具体例  」）を通じて理解していくことが、不
可欠かつ重要です。
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「民法等」の全体像

　ここでは、契約を中心に、人と人
とのさまざまな法律関係について学
習します。
　例えば、Ａさんが、自分の建物を
Ｂさんに3,000万円で売り、Ａさん
は約束どおりの期日に建物を引き渡
したけど、いつまでたってもＢさん
が代金を支払ってくれません。あり
得る話ですよね。そのようなトラブ
ルの解決策である、お金で償わせる、
または、契約自体を解消するなどの方法（手段）について、学習していきます。

　そのスタートは、契約の締結です。“だまされた”などという事態に備えて、
「❶ 契約を結ぶときに問題となること」について学習をします。
　次に、契約を結ぶと、当事者は、代金の支払などの法律上の義務を負うことに
なります。この、契約などから生じる義務を果たすことを、「履行」といいます。
そこで「❷ 契約履行の段階で問題となること」に関して学習します。
　さらに、不動産の貸し借りの事例（ケース）も出題されます。特に借り手を守
るために、民法上の賃貸借契約に加えて、特別な法律である「借地借家法（❸）」
に関しても、しっかりマスターしましょう。なお、民法上の賃貸借とあわせて❸
からは４問程度出題されることもあります。
　ところで、法律関係には、売買契約や賃貸借契約以外の契約や、それらに加え
て、契約以外の「その他の関係」もあります。例えば、「相続」。人が亡くなれば、
相続人が遺産を引き継ぎますよね。これは、ご存じのとおり、契約とは無関係で
す。そのような「❹ その他のいろいろな法律関係」に関しても学習します。

　以上のように、この「民法等」は、世の中全般、人と人との具体的な法律関係
を扱っていますので、本試験でも“事例形式”で出題されるわけです。したがっ
て、本書の内容の「具体例」を通じて、「具体的に」理解を進めていくことが、最
強の攻略法といえるのです。

　それでは、「民法等」、頑張って見ていきましょう！

●❶ 契約を結ぶときに問題となること
●❷ 契約履行の段階で問題となること
●❸ 賃貸借契約・借地借家法
●❹ その他のいろいろな法律関係

売買契約A B



契約を結ぶときに問題となること
（売買契約を中心に考えてみよう）

Section

1

だまされて契約したら
～意思表示～

人に契約を結んでもらう
～代　理～

相手方が未成年者なら
～制限行為能力者制度～

“契約”ってなんだろう
～契約の成立要件など～

3

4

2

1

Chapter

民法等
第1編
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まずはここから！ はじめて論点表
　このChapterでは、売買契約に関するケースを念頭におきながら、契約を締
結するときに問題となることについて学習します。
　たとえば、未成年者は、大人と同じように、自分の判断で自由に売買契約を
締結できるのでしょうか。また、だまされて不動産を購入してしまった場合
でも、売買契約を締結した以上は、代金を支払わないといけないのでしょうか。
自分が忙しいときに、自分に代わって、他人に売買契約を締結してもらえるの
か、ということも問題になります。
　ここで学習する項目は、宅建士試験では、いずれも頻出の重要分野です。

はじめて論点

Sec.1

1  契約の全体像

1 「契約」とは

2 契約の成立

5 契約の「有効・無効・取消し」

Sec.2

1  「制限行為能力者制度」とは

1 能　力

2 制限行為能力者制度

2  未成年者制度

1 未成年者とは

2 未成年者の保護者

3 法律行為の効果

3  成年後見制度

1 成年被後見人

2 被保佐人

3 被補助人
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Chap.

1

はじめて論点

Sec.2
5  取引の相手方の保護および法律関係安定のための制度

2 詐術を用いた場合

Sec.3

1  詐　欺

1 当事者間での効果

2 第三者に対する効果

3 第三者の詐欺

2  強　迫

3  通謀虚偽表示

1 当事者間での効果

2 第三者に対する効果

5  錯　誤

1 当事者間での効果

2 第三者に対する効果

Sec.4

1  代　理

1 代理とは

2 代理の要件

3 代理の種類

5 代理人の行為能力

6 代理権の消滅

7 自己契約・双方代理

11 復代理

2  無権代理

1 無権代理とは

2 相手方を保護するための制度
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契約の全体像1

1 「契約」とは 
　契約とは、「約束」のことです。
　例えば、ＡさんがＢさんに対して、自分の土地を1,000万円で売るという契約
を締結したとします。
　これは、Ａさんは「1,000万円と引き換えに自分の土地をＢさんに渡す」とい
う約束をしたことを意味します。その結果、Ａさんは、Ｂさんに対してその土
地を引き渡す義務を負いますし、その一方でＢさんは、それに対して、代金と
して1,000万円を支払う義務を負うことになります。

2 契約の成立 　　　　
　それでは、契約の成立に必要な要件は何かについて見てみましょう。Ａさん
がＢさんに、「この土地を売りましょう」と言う。それに対してＢさんが、「OK、
買いましょう」と言う。これで、契約は成立します。このように、契約は、Ａ
さんの「申込み」とＢさんの「承諾」が「一致（合

がっ

致
ち

）」することで成立します。
もちろん、反対に、Ｂさんの「申込み」とＡさんの「承諾」の一致でも、契約
は成立します。
　このように、契約の成立には、原則として、当事者の申込みと承諾の合致が
必要であり、かつ、それで十分です。したがって、契約書を作らなくても、た
とえ「口約束」でも、契約は成立します。

ここでは、民法等を学習する上で理解が必要な「契約」に関して、その意味
や成立要件などの基本事項を学習します。簡単につかんでおきましょう。

Introduction

“契約”ってなんだろう
～契約の成立要件など～

Chapter 1  契約を結ぶときに問題となること

1
Section

民法等
第1編

▶▶　　　　　　　第１編「民法等」問題❶～❷分野別過去問題集



〝
契
約
〞
っ
て
な
ん
だ
ろ
う　

〜
契
約
の
成
立
要
件
な
ど
〜

Sec.

1

Chap.

1
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3 申込みと承諾
⑴　申込みとは、「承諾があれば契約を成立させる」という意思表示であり、承
諾とは、「申込みに応じて契約を成立させる」という意思表示です。
　　この意思表示は、原則として、その通知が相手方に到達した時からその効
力を生じます（到達主義、97条１項）。したがって、契約は、承諾の通知が申込者に
到達した時に成立するのが原則です。
⑵　申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、①申込者が「自分が死
亡したとすれば、その申込みは効力を有しない」という意思を表示していた
とき、または、②その相手方が承諾の通知を発するまでにその死亡を知った
ときは、その申込みは、その効力を有しません（526条）。

申込みが失効するとしても、まだ契約成立前の段階なので、誰にも損
害は生じませんね。むしろ、契約をする意思はないであろう申込者の
相続人の保護につながります。

4 契約の分類
諾
だく

成
せ い

契約（原則） 要
よう

物
ぶ つ

契約

内容 当事者の合意だけで成立する契約 合意のほかに物の引渡し
がないと成立しない契約

例
売買契約・賃貸借契約　等
（ほとんどの契約は諾成契約） 質権設定契約　等

　契約は、申込みと承諾の合致で成立するのが原則です。これを、申込みと承
「諾」だけで「成」立する契約ということから、諾成契約といいます。ただし、
例外的に、契約の成立に「物」の引渡しが必「要」な、要物契約というものも
あります。

R3・6

R3

H27・30
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　そしてさらに、対価の有無で分けられる有
ゆう

償
しょう

契約と無
む

償
しょう

契約があります。

有償契約 無償契約

内容 対価等の支払いのある契約 対価等の支払いのない契約

例 売買契約・賃貸借契約　等 贈与契約・使用貸借契約　等

どんな契約が要物契約や無償契約かについては、この本をひととおり
読んだ後にここに戻って、再確認してください。

5 契約の「有効・無効・取消し」 　　　　
⑴　有効とは効果があること、無効とは効果がないことです。そして、「効果が
ない」とは、契約などを結んでも法律がその契約の実現に協力してくれない、
ということです。
⑵　無効となるものとしては、公

こう

序
じょ

良
りょう

俗
ぞく

違
い

反
はん

の契約があります。例えば、賭
と

博
ばく

やお金を受け取って愛人になる契約のように、常識に反する、社会的な妥当
性のない契約ですね。このような契約は、その実現に法律が協力するのは不
適当ですから、無効です（90条）。また、この無効は、誰に対しても主張するこ
とができます。
⑶　取消しとは、一応有効だけれども「取り消します」と言うことによって無
効にすることです（121条）。なお、取り消されない限りは、有効なままです。

R6

H29・R6
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